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小牧市規則第４２号 



小牧市乳児等通園支援事業の認可及び実施に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、乳児等通園支援事業（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号。以下「法」という。）第６条の３第２３項に規定する乳児

等通園支援事業をいう。以下同じ。）の認可及び実施に関し、法、児童

福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）、児童福祉法施行規則（昭和

２３年厚生省令第１１号。以下「省令」という。）及び小牧市乳児等通

園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年小牧市

条例第 号。以下「条例」という。）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（認可の申請等） 

第２条 乳児等通園支援事業の認可（法第３４条の１５第２項に規定する

認可をいう。以下同じ。）を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、乳児等通園支援事業を開始しようとする日の６月前までに、事業認

可に関する事前協議書（以下「事前協議書」という。）、事業計画書及

び省令に定めるもの（以下「事業計画書等」という。）を、市長に提出

しなければならない。 

２ 市長は、事前協議書及び事業計画書等を受理したときは、それらの内

容を審査し、事業計画等を承認するときは、事業認可内示書（以下「内

示書」という。）により申請者に通知するものとする。この場合におい

て、市長は、乳児等通園支援事業の施設（以下「乳児等通園支援事業所」

という。）の設備、運営面等に必要な条件を付することができる。 

３ 市長は、事業計画等を承認しないときは、理由を付して事業事前協議

不承認書により申請者に通知するものとする。 

４ 内示書の交付を受けた申請者（以下「内定者」という。）が事前協議

書の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、事業認可事前協議内

容変更申請書を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。 

（認可） 

第３条 内定者は、乳児等通園支援事業所を整備し、開設の準備が完了し

たときは、事業開設準備完了届（以下「完了届」という。）を、市長が

指定する期日までに提出しなければならない。 

２ 市長は、完了届を受理したときは、完了届の内容及び乳児等通園支援



事業所を検査し、法、条例及び前条第２項の規定による承認を受けた事

業計画等（同項後段の規定により条件を付した場合は、その条件を含む。）

に適合していることを確認したときは事業認可証により、適合していな

いと認めるときは理由を付して事業不認可通知書により、内定者に通知

するものとする。 

（内容等の変更） 

第４条 前条第２項の認可を受けた者（以下「実施事業者」という。）は、

乳児等通園支援事業の内容等を変更する場合は、事業内容等変更申請書

（以下「変更申請書」という。）を変更しようとする日の２月前までに

市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、事業内容等変更承認書により、当該実施事業者に通知する

ものとする。 

（休止又は廃止） 

第５条 実施事業者は、乳児等通園支援事業を休止（１年間を超えない期

間において乳児等通園支援事業を実施しないことをいう。以下同じ。）

又は廃止しようとする場合は、休止又は廃止しようとする日の６月前ま

でに、省令第３６条の３７第１項各号に掲げる事項について市長と協議

しなければならない。 

２ 実施事業者は、前項の規定による協議が整ったときは、乳児等通園支

援事業を休止又は廃止しようとする日の２月前までに、事業休止・廃止

届に財産処分の具体的な方法を説明する書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

（認可の取消） 

第６条 市長は、前条第２項の届（廃止の届に限る。）を受理したとき、

又は実施事業者の認可を継続することが不適当と認めるときは、当該認

可を取り消し、事業認可取消通知書により当該実施事業者に通知するも

のとする。 

（研修の実施等） 

第７条 実施事業者は、条例第２２条第１項に規定する市長が行う研修に

職員が参加できる機会を与えるとともに、当該研修を修了したときは、

速やかに当該研修の修了証の写しを市長に提出しなければならない。 

（報告） 



第８条 市長は、必要があると認めたときは、実施事業者に対して必要な

事項について報告を求めるものとする。 

（立入調査の実施） 

第９条 市長は、職員を派遣して定期的に乳児等通園支援事業所に立入り、

当該施設の設備又は運営について必要な調査を行わせるものとする。 

２ 市長は、前項の調査の結果、児童の処遇等に適切を欠くと認める実施

事業者に対して、必要な指導又は改善の勧告若しくは命令（以下「指導

等」という。）を行うものとする。 

３ 市長は、指導等を行ったときは、事後適当な時期に報告を求め、又は

立入り、改善状況を確認するものとする。 

（開所日及び開所時間） 

第１０条 乳児等通園支援事業所の開所日は、原則として次の各号に掲げ

る日を除く日の中で、実施事業者が定めるものとする。ただし、特に必

要があると市長が認めるときは、これを変更することができる。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日 

(3) １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 乳児等通園支援事業所の開所時間は、３時間以上とし、実施事業者が

定めるものとする。 

（賠償責任保険） 

第１１条 実施事業者は、事故等の発生による補償を円滑に行うことがで

きるよう、賠償責任保険の加入に努めるものとする。 

（雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事

項及び必要な書類の様式は、別に定める。 

附 則 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 乳児等通園支援事業の認可に関し必要な手続は、この規則の施行の日

前においても行うことができる。 


